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口
県
告
示
第
十
四
号

業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年

急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日

称

所

病
院

周
南
市
新

用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請

営
二
島
西
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整

告

口
県
告
示
第
十
三
号

目

次

示急
病
院
の
認
定
（
地
域
医
療
推
進
室

業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

週
火
・
金
曜
日
発
行

法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「

和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）

定
し
た
。

山
口
県
知

在

地

宿
通
一
丁
目
一
六

（
農
業
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

備
事
業
（
第
一
換
地
区
）
換
地
計
画
書

示

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規
定
に
よ
る
同
意
（
団
体
指
導
室
）
…

の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…法

」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

事

村

岡

嗣

政

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

平
成
三
〇
、

一
、
一
九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

の
縦
覧（

農
村
整
備
課
）
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（火曜日）

名

称

代

表

者

の

氏

名

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

及
び
山
口
県
山
口
県
民
局
に
お

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

公

（
一
七
）
特
定
非
営
利
活
動
法

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

須
佐
区
域

宇
田
郷
区
域

奈
古
区
域

大
島
区
域

三
見
区
域

浮
島
区
域

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

域
及
び
区
分
に
つ
い
て
法
第
百

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十

区

特
定
非
営
利
活
動
法
人
レ
オ

橋

理
文

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
七
年
二
月
二
十
三
日
ま
で
の
間

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日

山
口

十
二
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

告

人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

法
第
百
四
条
第
二
号
に

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満

ま
き
網
を
使
用
し
て
営

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上

使
用
し
て
営
む
漁
業

船
び
き
網
漁
業
及
び
主

業
以
外
の
漁
業

百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

日

山
口

域

区

一

ー
ネ
山
口
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

あ
り
ま
し
た
。

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

村

岡

嗣

政

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

掲
げ
る
漁
業

の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

む
漁
業
及
び
大
型
定
置
網
漁
業

の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
沖
建
網
を

と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政
分

課 の 区

告

示

公

告



平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報

口
県

一

第 号

（
一農

の
規

り
ま当宮

川

博
充

山
口
市

農
事
組
合
法
人
日
の
出

萩
市
大

二
一

農
事
組
合
法
人
小
国

フ
ァ
ー
ム

大

一

農
事
組
合
法
人
木
間
の
郷

大

四

農
事
組
合
法
人
長
小
野

大

四
の
二

農
事
組
合
法
人
ふ
く
え

大

の
一

安
永

敏
雄

下
関
市

〇
五
の

大
林
ひ
と
み

八
一
五

町
田

昇

二
三
三

堀
江

右
三

七
四
四

木
村

紀
和

目
二
番

農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
に
お
い

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受

氏
名
又
は
名
称

住

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

八
）
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認

地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す

定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構

し
た
。

該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
は
、
平宮

野
上
二
四
九
八

山
口
市
宮
野
上
字

二
九
一
の
一
ほ
か

字
上
小
川
東
分
四

町
畠
二
九
六
五
の

二
筆

字
片
俣
六
九
一
の

大
字
片
俣
字

六
四
ほ
か
五
筆

字
山
田
六
四
〇
の

大
字
山
田
字

七
一
ほ
か
一
筆

字
佐
々
並
一
九
三

大
字
佐
々
並

原
五
二
四
四
ほ
か

字
紫
福
三
四
四
〇

大
字
紫
福
字

二
五
一
の
二
ほ
か

菊
川
町
下
大
野
五

六

下
関
市
清
末
中
町

二
〇
七
の
一
ほ
か

清
末
東
町
六
丁
目

の
二

清
末
東
町

八
一
三
の
二
ほ
か

清
末
中
町
三
丁
目

の
三

清
末
中
町

二
三
五
の
一
ほ
か

清
末
東
町
五
丁
目

三
六
〇
の
一
ほ
か

一
の
宮
住
吉
一
丁

四
〇
号

二
二
〇
ほ
か
一
筆

萩
市
大
字
上
小
川

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

け
る
者

賃
借
権
の

所

所

口
市
下
小

一
三
四
六
番
地
の

可
の
申
請

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

か
ら
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用

成
二
十
七
年
一
月
二
十
日
か
ら

鯨
田
二

二
筆

一
、
九
九
八

一
ほ
か

四
、
三
八
八

新
川
九

一
四
、
七
一
三

本
谷
九

二
、
二
一
四

字
下
ノ

五
筆

八
、
五
六
六

尾
土
井

三
筆

四
、
七
六
〇

三
丁
目

六
〇
筆

一
五
一
、
九
九
九

六
丁
目

一
筆

四
、
九
三
八

三
丁
目

二
筆

五
、
八
五
一

一
三
筆

一
九
、
六
六
八

三
、
九
〇
二

東
分
字

事

村

岡

嗣

政

設
定
等
を
受
け
る
土
地

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

三第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ

同
年
二
月
三
日
ま
で
の
間
、
山

（
一
九
）
県
営
二
島
西
地
区
経

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
二
島
西
地
区
経
営
体
育
成

で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十 小

株
式
会
社
瀬
戸
内
ジ
ャ
ム

ズ
ガ
ー
デ
ン

日

角
井

雅
之

土

神
田

勉

東

二

申
請
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
七
日

岡
本

洋
志

宇

農
事
組
合
法
人
渋
川

周一

農
事
組
合
法
人
フ
ァ
ー
ム

つ
る
の
里

小
林

聖

大戸

川
地

守

山
根

保
彦

有
限
会
社
三
宅
牧
場

五

農
事
組
合
法
人
高
松

九

農
事
組
合
法
人
切
畑

フ
ァ
ー
ム

防二

福
田

竜
男

番

山
口

営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
第
一

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
第

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

日 松
九
四
八
の
一
三

の
一

大
字

前
三
三
一
の
八

日
前
字
横

四
の
三
ほ

大
字

居
七
六
一

字
新

か
二
筆

大
字

安
下
庄
一
〇
八
八
の
一

東
屋
代
字

四
九
の
一

部
市
大
字
車
地
一
〇
六

宇
部
市
大

山
五
〇
二

南
市
大
字
鹿
野
上
一
〇

七
の
三

周
南
市
大

佐
々
畑
三

三
筆

大
字
八
代
五
四
五

大

二
三
七
一

島
郡
周
防
大
島
町
大
字

田
一
七
五
三

大
島
郡
周

戸
田
字
流

一

大
字

西
屋
代
字

阿
東
篠
目
三
三
六

阿

松
原
五
三

阿
東
徳
佐
下
七
〇

の
二

阿

杤
原
九
一

一
筆

仁
保
下
郷
二
四
八

の
一

仁

原
二
六
一

筆

府
市
大
字
切
畑
一
〇
六

の
六

防
府
市
大

一
七
三
五

岩
畠
一
丁
目
一
二

四
五
号

大

四
九
九
九

県
知
事

村

岡

嗣

政

換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

一
換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦

大
字

網
代
一
〇
三
一

か
二
筆

二
、
四
九
八

屋
一
六
九
五
ほ

九
、
五
一
六

大
字

上
市
井
原
一
六

ほ
か
二
筆

一
一
、
〇
四
四

字
車
地
字
上
横

の
一
ほ
か
二
筆

一
、
二
九
七

字
鹿
野
上
字

四
三
の
二
ほ
か

五
、
五
三
六

字
八
代
字
道
金

の
一
ほ
か
九
筆

一
七
、
六
二
三

防
大
島
町
大
字

田
一
四
八
一
の

六
三
四

大
字

岡
田
一
〇
九
三

一
、
九
八
九

東
生
雲
東
分
字

二
の
一

二
、
八
九
七

東
徳
佐
下
字
五

一
の
一
ほ
か
一

二
四
、
二
五
〇

保
下
郷
字
下
河

五
の
一
ほ
か
三

一
一
、
七
四
三

字
切
畑
字
安
中

の
一
ほ
か
五
筆

一
一
、
四
七
五

字
台
道
字
野
地

の
一
ほ
か
一
筆

一
、
八
七
三

二

、の覧
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一二三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
二
島
西
地
区
経
営
体
育
成
基

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
一
日
か

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

盤
整
備
事
業
（
第
一
換
地
区
）

ら
同
年
二
月
九
日
ま
で

換
地
計
画
書
の
写
し

三



平
成
二

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日
印
刷

十
七
年
一
月
二
十
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


